
 

 

信用取引口座設定約諾書の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

私は、信用取引制度の特徴及び仕組み等に関し、

貴社から受けた説明の内容を十分把握し、私の判

断と責任において信用取引を行います。つきまし

ては、貴社に信用取引口座を設定するに際し、金

融商品取引法（昭和２３年法律第２５号。以下「法」

という。）その他の法令、信用取引に係る売買を

執行する取引所金融商品市場を開設する金融商品

取引所（以下「当該取引所」という。）の受託契

約準則、定款、業務規程、その他諸規則及び決定

事項並びに慣行中、信用取引の条件に関連する条

項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾

し、これを証するため、この約諾書を差し入れま

す。なお、本約諾書における用語の意義は、当該

取引所の諸規則において定めるところに従いま

す。 

 

（弁済条件の変更） 

私は、信用取引制度の特徴及び仕組み等に関し、

貴社から受けた説明の内容を十分把握し、私の判

断と責任において信用取引を行います。つきまし

ては、貴社に信用取引口座を設定するに際し、金

融商品取引法その他の法令、信用取引に係る売買

を執行する取引所金融商品市場を開設する金融

商品取引所（以下「当該取引所」という。）の受

託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則及び

決定事項並びに慣行中、信用取引の条件に関連す

る条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を

承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入

れます。なお、本約諾書における用語の意義は、

当該取引所の諸規則において定めるところに従

います。 

 

 

（弁済条件の変更） 

第５条 当該取引所が、天災地変、経済事情の激

変、上場廃止その他やむを得ない理由に基づい

て、信用取引に係る弁済条件の変更を行った場

合には、その措置に従うこと。 

第５条 当該取引所が、天災地変、経済事情の激

変、登録取消し、上場廃止その他やむを得ない

理由に基づいて、信用取引に係る弁済条件の変

更を行った場合には、その措置に従うこと。 

  

（委託保証金等の処分） （委託保証金等の処分） 

第１０条 私が信用取引に関し、貴社に対し負担

する債務を所定の時限までに履行しないとき

は、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続き

によらないで、次の各号に掲げるものを、私の

計算において、その方法、時期、場所、価格等

は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用

を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債

務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁

第１０条 私が信用取引に関し、貴社に対し負担

する債務を所定の時限までに履行しないとき

は、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続き

によらないで、次の各号に掲げるものを、私の

計算において、その方法、時期、場所、価格等

は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用

を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債

務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁
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済充当を行った結果、残債務がある場合は直ち

に弁済を行うこと。 

済充当を行った結果、残債務がある場合は直ち

に弁済を行うこと。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） その他証券取引に関し、貴社が占有し、

又は社債、株式等の振替に関する法律（平成

１３年法律第７５号）に基づく口座に記録し

ている私の有価証券及びその他の動産 

（２） その他証券取引に関し、貴社が占有し

ている私の有価証券及びその他の動産 

 

（通知金融商品取引業者等に該当した場合の措

置） 

第１４条 次の各号の事由のいずれかが生じた場

合には、貴社又は貴社が加入する投資者保護基

金（以下「基金」という。）から特段の通知が

ない限り、私が貴社に設定した信用取引口座を

通じて処理されるすべての信用取引（以下「当

該信用取引」という。）に係る私の債務につき、

当然期限の利益が失われ、かつ、決済のための

売付け及び買付けを行うことができなくなる

こと。 

（１） 貴社が法に定める通知金融商品取引業

者に該当し、基金が貴社の顧客分別金信託の

受益権を行使したとき。 

（２） 貴社が法に定める認定金融商品取引業

者に該当し、基金がその公告を行ったとき。

 

２ （略） 

（１）・（２） （略） 

 

（通知金融商品取引業者等に該当した場合の措

置） 

第１４条 次の各号の事由のいずれかが生じた場

合には、貴社又は貴社が加入する投資者保護基

金（以下「基金」という。）から特段の通知が

ない限り、私が貴社に設定した信用取引口座を

通じて処理されるすべての信用取引（以下「当

該信用取引」という。）に係る私の債務につき、

当然期限の利益が失われ、かつ、決済のための

売付け及び買付けを行うことができなくなる 

こと。 

（１） 貴社が金融商品取引法に定める通知金

融商品取引業者に該当し、基金が貴社の顧客

分別金信託の受益権を行使したとき。 

（２） 貴社が金融商品取引法に定める認定金

融商品取引業者に該当し、基金がその公告を

行ったとき。 

２ （略） 

（１）・（２） （略） 

 

（有価証券） 

 

第２６条 この約諾書において、有価証券とは、

法第２条第１項に規定する有価証券及び同条第

２項の規定により当該有価証券とみなされる権

利をいうこと。 

（新設） 

  

  

付  則  
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 この改正規定は、平成２１年１月５日から施行

する。 

 

  

 

 


